
理

由

刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
条
約
の
締
結
に
伴
い
、
国
際
捜
査
共
助
の
手
続
及
び

要
件
の
特
例
を
設
け
る
と
と
も
に
、
国
際
捜
査
共
助
等
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
受
刑
者
証
人
移
送
制
度
に
関
す
る
規
定

そ
の
他
の
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


